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１ 都市計画 

 (１) 都市計画区域 

昭和 9 年に旧都市計画法の適用を受け、当時の館山北条町全域を都市計画区域に指

定した。その後昭和 29年に隣接 6ヵ村を合併し、現在市全域が都市計画区域となって

いる。 

都市計画区域の変遷 

法適用年月日 決定変更年月日 面積 ha 備     考 

昭和 9年 11 月 24 日 1,648 （旧）都市計画法適用 

館山北条町全域指定 

昭和 14 年 11 月 3 日 2,715 合併により那古、船形地区編入

（市制施行） 

昭和 9年 11 月 24 日 

昭和 29 年 5 月 3 日 10,971 合併により西岬、神戸、富崎、

豊房、館野、九重地区編入 

昭和 44 年 6 月 14 日   （新）都市計画法適用 

昭和 56 年 10 月 9 日 10,981 三芳村との境界変更及び公有水

面埋立地の編入 

昭和 63 年 10 月 1 日 11,019 国土地理院の測定により変更 

平成 5年 5月 28 日 11,020 船形及び相浜地先の公有水面埋

立地の編入 

 

平成 15 年 5 月 16 日 11,021 沼地先の公有水面埋立地の編入 
 
 (２) 用途地域 

昭和 44 年に中心市街地である館山、北条、那古及び船形の各地域のうち 621.1 ヘク

タールに用途地域を指定した。その後昭和 48年、平成 8年、平成 18 年の変更を経て、

現在 759 ヘクタールを用途地域として指定している。 

平成 22 年 4 月 1 日現在 

用途地域区分 面積 建ぺい率 容積率 比率 対行政区域 

 

第１種中高層住居専用地域 

第１種住居地域 

第２種住居地域 

近隣商業地域 

商業地域 

準工業地域 

工業地域 

ha 

140 

477 

26 

18 

38 

55 

5 

% 

60 

60 

60 

80 

80 

60 

60 

% 

200 

200 

200 

200 

400 

200 

200 

% 

18.4 

62.8 

3.4 

2.4 

5.0 

7.3 

0.7 

% 

1.3 

4.3 

0.2 

0.2 

0.3 

0.5 

0.1 

計 759   100.0 6.9 

無指定地域（自然公園区域） 10,262 70(60) 200(200)  93.1 

合   計 11,021    100.0 
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 （３）準防火地域 

  昭和 48 年 12 月 25 日に商業地域全域 37 ヘクタールを準防火地域に指定した。その

後、平成 8年の用途地域見直しに合わせ準防火地域も変更し、商業地域全域 38ヘクタ

ールを指定している。 

 

 （４）臨港地区 

館山港港湾区域と一体として機能すべき陸域として、昭和 40 年に臨港地区 4.0 ヘク

タールを指定した。その後、平成 18 年に 5.5 ヘクタール、平成 21 年に 1.2 ヘクター

ルを都市計画決定し、現在約 11.0 ヘクタールを臨港地区に指定している。 

地     区 面     積 備     考 

館山港臨港地区 約 11.0ha 商港区 8.7ha、漁港区 2.0ha 

 

 （５）都市計画道路 

 昭和 19 年に現在の国道 127 号となる都市計画道路が決定された。その後、昭和 44

年の用途地域指定と同時に道路計画を見直し、都市計画道路を 10 路線とした。現在、

国道 127 号バイパス改良事業に伴う都市計画決定変更を経て、12 路線を都市計画道路

として決定している。 

平成 22 年 4 月 1 日現在 

路線名 
計 画 

延長ｍ 

改良済

延長ｍ 

整備

率％ 
備 考 

館山駅鶴ヶ谷線 450 0 0  

渚線 250 250 100 全線整備済 

船形川名線 1,640 0 0  

八幡館山線 2,320 0 0  

八幡高井線 1,150 780 67.8 780ｍ整備済 

北条安布里線 1,640 160 9.8 国道 127 号との交差点付近を拡幅済 

館山港線 1,270 0 0  

八幡北条線 1,300 0 0  

那古正木線 1,350 0 0  

船形館山港線 7,030 2,070 29.4 1,270ｍを整備実施中 

川名真倉線 7,620 7,620 100 全線整備済 

青柳大賀線 4,340 764 17.6  

計 30,360 11,644 38.4  

（駅前広場） ㎡ ㎡   

館山駅東口 4,140 4,140 100 供用中 

 〃 西口 5,500 5,500 100 供用中 

計 9,640 9,640 100  
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 （６）都市計画公園 

 本市の都市公園は、昭和 24年に城山公園、沖ノ島公園、高ノ島公園及び館山運動場、

昭和 32 年に中村児童公園、昭和 46 年に北条中央公園、昭和 48年に根岸公園、昭和 51

年に船形児童公園を決定し、昭和 53 年に館山運動場を廃止し、宮城公園として名称変

更を行うとともに、館山運動公園を決定している。 

平成 22 年 4 月 1 日現在 

区分 
計 画 

公園数 

計 画 

総面積 

開 設 

公園数 

開設公園 

面  積 
進捗率 備考 

 

街区公園 

近隣公園 

地区公園 

総合公園 

運動公園 

風致公園 

 

3 

1 

1 

1 

1 

2 

ha 

0.63 

1.68 

5.60 

10.20 

25.40 

5.16 

 

3 

1 

1 

1 

1 

2 

ha 

0.63 

1.68 

3.12 

10.16 

25.40 

4.28 

% 

100.0 

100.0 

55.7 

99.6 

100.0 

82.9 

 

中村、根岸、船形 

北条中央 

宮城 

城山 

館山運動 

沖ノ島、高ノ島 

計 9 48.67 9 45.27 93.0  

 

 （７）供給処理施設 

① 下水道 

都市計画下水道については、4か所の都市下水路を都市計画決定し、その後、平成

４年２月に公共下水道基本計画の全体計画区域 1,197 ヘクタールのうち、館山、北

条、那古、船形地区の用途地域の一部 756 ヘクタールについて館山市第１号公共下

水道として都市計画変更を行っている。 

下水道の名称 館山市第１号公共下水道 

 （汚 水） （雨 水） 

排水区域名 館山処理区 53 排水区 

下水道全体計画面積 1,197ha 1,197ha 

都市計画決定面積 756ha 756ha 

下水道全体計画人口 35,800 人（目標平成 29年）  

都市計画決定人口 29,000 人  

処理施設 鏡ヶ浦クリーンセンター  

 

② ごみ焼却場、汚物処理場 

ごみ焼却場は、昭和 41 年に正木衛生処理場を都市計画決定し、その後、昭和 50

年に館山市出野尾に館山市清掃センターを都市計画決定した。館山市清掃センター

の完成後、昭和 60年に正木衛生処理場を廃止した。 

藤原衛生処理場は、昭和 38 年に藤原地内に設置されたが、昭和 54 年に館山市出

野尾に館山市衛生センターを都市計画決定し、完成後藤原処理場は廃止している。 
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館山都市計画ごみ処理場 

名       称 位   置 面 積 処理能力 

第１号館山市清掃センター 館山市出野尾 2.5ha 100t/16h 

館山都市計画汚物処理場 

名       称 位   置 面 積 処理能力 

第１号館山市衛生センター 館山市出野尾 2.2ha 100kl/日 

 

③ 市場 

市場は、平成 13 年 12 月に館山市公設地方卸売市場を都市計画決定している。 

館山都市計画市場 

名称 位  置 面 積 １日当りの計画取扱量 備 考 

第１号館山市公設 

地方卸売市場 
館山市稲 約1.2ha 59.0ｔ/日 （未整備） 

 

 （８）市街地開発事業 

    本市の市街地開発事業としては、館山駅西口地区の公共施設の整備を推進し、快

適でゆとりのある生活空間、利便性のある都市環境を有する街づくりを目的として、

土地区画整理事業を行った。 

    昭和 63年に都市計画決定を行い、平成元年に事業計画を決定、平成 3年度から仮

換地指定及び建物移転を開始した。 

    平成 13年度末までに交通広場、都市計画道路渚線等の公共施設を整備し、平成 15

年 5 月に換地処分を行った。 

   また、地区内にある街区公園の整備を平成 20 年度，平成 21 年度に実施した。 

    なお、この地区では権利者有志により「館山駅西口地区街づくり協議会」を設立

し、南欧風の街づくりが進められている。 

名 称 館山都市計画事業館山駅西口地区土地区画整理事業 

区 域 館山市大字北条字浜通、字南浜小松、字浜新田の各一部 

面 積 約 5.2ha 

整備する 

主な公共施設 

都市計画道路 Ｗ＝18ｍ、Ｌ＝234ｍ 

交通広場 5,500 ㎡    街区公園 1,560 ㎡ 

  

 （９）館山駅橋上駅舎・自由通路等整備事業 

    南房総の中心都市館山の海に開かれた新しい玄関口として、また、ＪＲ内房線に

より分断されている館山駅東西市街地の一体性を確保し、市民及び観光客等の利便

性の向上を図るため、自由通路と一体となった橋上駅舎の整備を行った。 

    平成 9年度工事に着手し、平成 11 年度に完成した。 

   機能としては、エレベーター、身障者用トイレ、誘導ブロック、階段手すりの設

置や電車とホームの段差解消等を行い、人にやさしい施設となっている。 
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    また、デザインについては、街並みと調和した南欧風の景観をもつリゾート駅の

明るい雰囲気となっている。 

（事業年度）平成 9年度～平成 11年度 

（構造、規模等）鉄骨造 2階建 

延床面積 1,927 ㎡ うち駅施設 841 ㎡ 

うち市施設 1,086 ㎡（自由通路 872 ㎡､ｺﾐｭﾆﾃｨ施設 214 ㎡） 

自由通路 Ｗ＝6ｍ Ｌ＝87ｍ（横断部 54ｍ 階段部 33ｍ）  

附帯設備 エレベーター4基(市 2基､JR2 基)、エスカレーター2基(JR2 基) 

トイレ 3ヵ所、バルコニー（東西 2ヵ所）  

附帯施設 ふるさと情報センター、観光案内所、物産展示コーナー、市民ｷﾞｬﾗﾘｰ  

       
       

２ 道路・橋梁 

 （１）道路現況                       平成２１年度末 

    内  訳     （ｋｍ） 
区 分 路線数 

実延長 

（ｋｍ） 未舗装道 舗装道 

舗 装 率 

（％） 

市 道 982 337.0 12.8 324.2 96.2 

  

 （２）橋梁現況               平成２０年度末 

区  分 構  造 数 延長 （ｍ） 

市  道 永久橋 135 1,205.9 

      
 

３ 市営住宅             Ｈ22.4.1 現在  

地 区 建設年度 戸数 
１戸の延べ

床面積(㎡) 
家    賃（円） 備    考 

昭和 35 11 34.7 2,500～4,900 木造平家 

〃 7 28.1 2,000～3,900 〃 

36 2 34.7 2,700～5,300 〃 

〃 19 29.7 2,300～4,500 〃 

41 20 39.3  7,000～11,900 RC 系プレハブ２F 

42 16 39.3  7,200～11,300 〃 

笠名住宅 

（85戸） 

52 10 55.5 12,100～23,800 〃 

昭和 37 3 31.2 2,600～5,100 木造平家 

38 1 31.2 2,900～5,800 〃 
大  賀 

（5 戸） 
39 1 31.2 2,900～5,800 〃 

沼（30 戸） 40 30 39.3  6,500～11,900 RC 系プレハブ２F 
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地 区 建設年度 戸数 
１戸の延べ

床面積(㎡) 
家    賃（円） 備    考 

船形漁民

（32戸） 
44 32 37.2  7,600～14,900 RC4F 

45 32 35.7  7,800～15,400 RC 系プレハブ４Ｆ 

47 16 39.5  7,500～14,200 RC 系プレハブ２F 
萱野 

(57 戸) 
49 9 49.6  9,800～19,000 RC 系プレハブ２F 

53 16 55.5 16,000～31,500 RC4F 身障者用４戸 那古 

(32 戸) 54 16 59.0 17,300～34,000 RC4F 

63 12 60.3 20,700～40,600 RC3F 身障者用 1戸 真  倉 

（30 戸） 平成 3 18 60.3 21,500～42,300 RC3F 身障者用２戸 

計  271    

   

４ じん芥処理事業 

収集体制 

【環境センター（収集センター）】 

 （１）作業概要 

  市内全域を直営及び委託により収集している。 

種 別 平成２１年度収集量 収集回数 

可燃物 １１，３４２ｔ 週３回 

不燃物  １，９０５ｔ 週１回 

  

 （２）収集機材（平成２２年４月１日現在） 

車  種  別 台 数 

２ｔパックマスター ９ 

２ｔダンプ ２ 

ハイプレクリーナー １ 

パワフルマスター １ 

  

 （３）職 員 

  副センター長・収集係長(兼務)１名 収集部門１２名（うち非常勤職員５名） 

側溝清掃部門６名（うち非常勤職員１名） 計１９名  

  

 （４）廃棄物処理手数料（平成２２年４月１日現在） 

４５リットル用 50円／枚 

２０リットル用 30円／枚 
収

集 
可燃物用指定袋 

１０リットル用 20円／枚 
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破砕を要しないもの 
家庭系一般廃棄物 

破砕を要するもの 

50円／10㎏（30㎏未満は無料） 

100㎏を超えた場合は10㎏当たり150円 

破砕を要しないもの 
事業系一般廃棄物 

破砕を要するもの 
150円／10㎏ 

処
理
（
自
己
搬
入
） 

産業廃棄物 

（紙くず・木くず） 
紙くず・木くず 150円／10㎏ 

 

処理体制 

【環境センター（清掃センター）】 

所 在 地：館山市出野尾５３８番地 

処 理 能 力：１日 １００ｔ（５０ｔ １６時間 ２炉） 

処 理 方 法：准連続燃焼式 

敷 地 面 積：２５，２０８㎡ 

ﾌｪﾝｽ内 面 積：６，８００㎡ 

建  物：鉄筋コンクリート及び鉄骨造り２，６９１㎡ 

完  成：昭和５９年１０月 

計画処理人口：５８，０５４人 

事 業 費：１，７０７，５３３千円 

（財源内訳） 

国庫補助金：  ３８２，５００千円 

県費補助金：   ３０，６８３千円 

地 方 債：１，２０４，０００千円 

一 般 財 源：   ９０，３５０千円 

排ガス高度処理施設整備事業（３ヵ年事業） 

工 事 内 容：清掃センターの排ガス中に含まれるダイオキシン類を基準値５ナノグ

ラム以下とすること。 

施 工 業 者：日立造船㈱ 

完成年月日：平成１５年３月３１日 

事 業 費：１，２９２，５５０千円 

（財源内訳） 

国庫補助金： ３１２，０２９千円 

県費補助金：  ６２，８９７千円 

地 方 債： ７８７，８００千円 

一 般 財 源： １２９，８２４千円 

職   員：主幹・管理係長・清掃係長（兼務）１名  

 清掃主任１名 技術主任１名 主任衛生技術員８名 

 衛生技術員２名 非常勤職員６名 計１９名 

 搬入量(２1 年度)：年間 １８，６５９ｔ  １日平均 ６２ｔ 
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【最終処分場】 

  所 在 地：館山市西長田１１５３番地  

  処分場用地面積： ２４，１００㎡ 

  埋立実効面積： １０，３００㎡ 

 埋 立 容 量：１１９，２００㎥(平成１０・１１年度嵩上工事 変更前７４，２００㎥) 

  浸出水処理能力：３５㎥／日 

  埋 立 年 度：昭和６０年度から平成１７年度 

  施 工 者：安藤建設（株）       （株）石井興業(変更工事) 

  完 成 年 月：昭和６０年３月        平成７年２月１５日 

 事 業 費：８９，４２６千円       １０，０９４千円 

平成１０・１１年度嵩上事業 

 完 成 年 月：平成１１年９月、容量４５，０００㎥ 

 事 業 費：５５７，３５１千円 

 施 工 者：嵩上工事 安藤建設㈱   浸出水処理施設建設工事 アタカ工業㈱ 

  機   材：パワーショベル・ホイールローダ 

  職   員：主任衛生技術員１名 

  埋立量(２１年度)：２，２３６ｔ 

 

５ し尿処理事業 

【環境センター（衛生センター）】 

  対 象 地 域：市内全域 

  設 置 場 所：館山市出野尾５３４番地 

  敷 地 面 積：２２，４６９㎡ 

  処 理 能 力：１００ｋl／日 

  設計施工者：アタカ工業株式会社 

  完成年月日：昭和５７年３月３１日 

  処 理 方 式：高負荷酸化処理方式 

  事 業 費：１，７７５，０００千円 

  （財源内訳） 

    国庫補助金：  ３３９，０００千円 

    県費補助金：   ４４，０００千円 

    地 方 債：１，２７１，０００千円 

    一 般 財 源：  １２１，０００千円 

  職   員：センター長１名 （衛生係長１名） 衛生主任１名 衛生技術員２名 

 再任用職員２名 非常勤職員１名 計７名 

  搬入量（２1 年度）：年間 ２７，３７７kl  １日平均 ９３kl 

  処 理 手 数 料：１kl につき４，２００円 

  し 尿 収 集 事 業：（財）館山市環境保全公社がこれに当たっている。 
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６ 排水処理事業 

 （１）都市排水路浄化施設 

  事 業 の 目 的：公共用水域の水質保全 

  所 在 地：集水施設 館山市相浜（２ヵ所） 

         処理施設 館山市相浜地先 

  処 理 能 力：５００㎥／日 

  処理対象人口：８００人 

  処 理 方 式：生物担体浄化法（ＢＭ法） 

  施 設 の 面 積：処理施設 ６００㎡ 

  施 設 の 構 造：鉄筋コンクリート造半地下式 

  完 成 年 月：平成２年３月 

   

 （２）館山市汐入川下流排水路浄化施設 

  事 業 の 目 的：公共用水域の水質保全 

  所 在 地：集水施設 汐入川付近（５ヵ所） 

         処理施設 館山市新宿字浜畑地先 

  処 理 能 力：１，３００㎥／日 

  処理対象人口：４，０６２人 

  処 理 方 式：接触ばっ気方式 

  施 設 の 面 積：処理施設 ３６２㎡ 

  施 設 の 構 造：鉄筋コンクリート造地下式 

  完 成 年 月：平成４年３月 

   

 （３）館山市那古地区生活排水処理施設 

  事 業 の 目 的：公共用水域の水質保全 

  所 在 地：集水施設 館山市那古字大浜地先（３ヵ所） 

         処理施設 館山市那古字大浜地先 

  処 理 能 力：１，４００㎥／日 

  処理対象人口：３，７７０人 

  処 理 方 式：接触ばっ気方式 

  施 設 の 面 積：処理施設 １，２９５㎡ 

  施 設 の 構 造：鉄筋コンクリート造地下式 

  完 成 年 月：平成８年６月 
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７ 補助事業 

（１）浄化槽設置事業補助金  

事業の目的：浄化槽設置の推進を図り、生活排水による水質汚濁の防止を目的とする。 

対 象 区 域：下水道事業認可区域外  

補 助 金 額：１７０，０００円  

補 助 対 象：①５～１０人槽  

      ②浄化槽法第２条第１号に規定する浄化槽 

③ＢＯＤ除去率９０％以上、放流水のＢＯＤ２０㎎／ℓ（日間平均値）の

機能を有する浄化槽で、「合併処理浄化槽設置整備事業における国庫

補助指針」に適合する機能を有する浄化槽 

補 助 要 件：①既存の単独処理浄化槽、又は汲み取り式トイレから浄化槽へ建物の新

増改築を伴わずに転換する。（ただし、専用住宅への浄化槽設置に限

る。） 

      ②浄化槽を設置する建築物へ居住すること。（住民票にそこに住所を定め

ていることが記録されていること） 

      ③市税等を滞納していないこと 

平成２１年度実績 ７４基  １０，１７０，０００円  

 

（２）生ごみ処理機等補助金  （２１年度をもって終了） 

  事業等の目的：ごみの減量化を促進し、市民のごみに対する認識を高める。 

  補 助 対 象：①生ごみ処理容器 

          生ごみを発酵分解し、堆肥化する容器。（コンポスト式） 

         ②生ごみ処理機 

          機械的に水分を除去し、減量化又は堆肥化する機器。（機械式） 

  補 助 金 額： 

名  称 処理方式 補助率 補助限度額 補助基数 

生ごみ処理容器 コンポスト式 購入価格の２分の１ 3,000円 ２基以内／世帯 

生ごみ処理機 機械式 購入価格の２分の１ 20,000円 １基以内／世帯 

 

  補 助 要 件：①館山市内に住民登録がある世帯主で、当該世帯で生ごみ処理機を 

使用する方 

         ②市税等を滞納していないこと。 

         ③市内の販売店から生ごみ処理機等を購入した方。 

  平成２１年度実績   １１０基    ５８３，３００円 

内訳 （コンポスト式 ８９基    １７５，６００円） 

      （機械式    ２１基    ４０７，７００円） 
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（３）住宅用太陽光発電システム設置費補助金  

事業の目的：地球温暖化の防止と，環境に対する意識の高揚を図り，環境にやさしい

まちづくりを推進することを目的とする。 

補 助 金 額：太陽光発電システムの出力１キロワット当たり２０，０００円 

       ※８０，０００円が上限 

補 助 対 象：住宅用太陽光発電システムで次の要件を満たすもの 

       ①住宅の屋根等への設置に適しているもの 

②電力会社と電灯契約・余剰電力の売電契約の締結ができるもの 

③太陽電池の最大出力が１０キロワット未満であるもの 

④未使用品であること 

⑤経済産業省の住宅用太陽光発電導入支援対策費補助金の対象システム 

 であるもの 

補 助 要 件：①館山市の住所がある。または市内に居住しようとする方 

      ②自ら居住する住宅に太陽光発電システムを設置する。または，未使用  

       のシステムが設置された館山市内の住宅を購入すること。 

        ③市税等を滞納していないこと。 

 

８ 公共下水道事業 

 （１）事業の経緯 

・昭和 63年度  基礎調査を実施した。 

・平成元年度   基本計画の策定を実施し、用途地域(756ha)とその周辺地域(441ha)を 

         公共下水道館山処理区(1,197ha)とした。 

・平成２年度   事業計画の策定を実施し、ＪＲ館山駅周辺地域を第１期事業区域 

                 (98ha)とした。 

 ・平成３年度     用途地域(756ha)について下水道の都市計画決定及び１期事業区域 

                   (98ha)の事業認可を取得した。 

             公共下水道に着手した。 

              終末処理場用地(39,344.83 ㎡)の内、15,000.14 ㎡の先行取得を千葉 

               県地方土地開発公社に委託実施した。 

 ・平成４年度     終末処理場の基本設計、汚水管渠の実施設計を実施した。 

                   終末処理場用地 24,344.69 ㎡の先行取得を千葉県地方土地開発公社に 

                   委託実施した。 

 ・平成５年度     終末処理場建設に着手した。 

 ・平成６年度    管渠建設工事に着手した。 

 ・平成９年度    下水道条例、受益者負担に関する条例等関連条例等を制定した。 

 ・平成 10 年度   平成 10年４月１日、館山駅周辺 47.6ha を供用開始し、５月 21日通 

                   水式を実施した。 
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 ・平成 13 年度    基本計画見直し及び変更事業計画（区域拡大 98ｈa→195ｈa）を策定 

                   した。 

・平成 14年度    上記事業計画の変更認可を取得した。（平成 20年度完了） 

・平成 18 年度    事業計画の変更認可（事業期間の延伸及び管渠の変更）を取得した。 

                （平成 24 年度完了） 

・平成 22年度  平成 22 年 4月 1日現在、供用開始面積 168ｈa。 

 

（２）事業の概要 

  ① 排除方式： 分流式 

② 処理方式： 標準活性汚泥法 

③ 計 画 区 域 面 積： 全体計画  1,197 ha    ・事業計画 195 ha 

④ 計 画 処 理 人 口： 全体計画 35,800 人  ・事業計画 6,600 人 

⑤ 日 最 大 汚 水 量： 全体計画 18,700 ㎥/日 ・事業計画 3,200 ㎥/日 

⑥ 処理場処理能力： 3,600 ㎥/日 

 

（３）受益者負担金 

①負担金額 

館山第１負担区：６００円/㎡ 

  館山第２負担区：６００円/㎡ 

 

  ②報奨金 

負担金は、５年間で 20 期に分割納付となるが、一括又は数期分をまとめて納付した

場合、その前納額に対し最高 20％（限度額 10 万円）の報奨金が交付される。 

 

一括納付報奨金交付率 

納期前納付した

納期数 
１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

報奨金交率（％） ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 

③徴収猶予 

徴 収 猶 予 項 目 猶 予 期 間 猶予率（％） 

当該物件について係争中のとき 係争事由の解決のときまで １００ 

田、畑、山林、原野 
宅地として使用、又は使用できる

状況にあると認められるまで 
１００ 

災害、盗難等により納付困難なとき 市長が認定する期間 市長が認定する率 

その他市長が特に必要と認める土地 市長が認定する期間 市長が認定する率 
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④減免 

 負担金は、学校や集会所、境内地など土地の利用状況等により減免される。 

 

（４）下水道使用料 

 公共下水道使用料については、原則的には、上水道の使用水量に基づき算定するが、

井戸を併用している場合は合計水量となる。 

使用料の額（１月につき 消費税含む） 

区分 基 本 使 用 料 超 過 使 用 料 

汚水量 使用料 汚水量（１㎥につき） 使用料 

１０㎥を超２０㎥まで １３３円 

２０㎥を超４０㎥まで １４４円 

４０㎥を超１００㎥まで １７１円 

１００㎥を超５００㎥まで ２１０円 

一般 
１０㎥まで １，２１２円 

５００㎥を超える ２３６円 

浴場 １㎥につき １５円  

 

（５）水洗便所改造資金助成金 

  ① 補助金 

 供用開始以降３年以内に改造工事をする場合に交付する。 

区  分 単  位 補助金の額 備   考 

くみ取り便所改造工事 大便器１個 ３０，０００円 
１個増す毎に１万円加

算・限度額１００万円 

し尿浄化槽廃止工事 

浄化槽１基に接

続する大便器

１個 

２０，０００円 
１個増す毎に５千円加

算・限度額１００万円 

生活保護世帯の工事 ――― 改造工事費全額  

 

② 利子補給金 

 供用開始以降３年以内に、改造工事を実施し、改造資金について金融機関から融資

を受けた場合、その利子相当額を助成する。 

 利子補給を受ける期間は、取扱金融機関から融資を受けた日から３年以内。 

区  分 単  位 工事費の範囲 備   考 

くみ取り便所

改造工事 
大便器１個 ６００，０００円以内 

１個増す毎に 6 万円加

算・限度額２００万円 

し尿浄化槽廃

止工事 

浄化槽１基に接続

する大便器１個 
３００，０００円以内 

１個増す毎に３万円加

算・限度額２００万円 

 

 


